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デ ンマー クにおいて変化 しつつある

パターン

歴史的発展

デンマークは周囲 1万6千マイル,人口は500万

で同等に分布 し,高度に発達したコミュニケイシ

ョソ･システムをもち,市民にとって容易に手の

届くところに社会 ･医療 ･教育の施設が比較的均

質に分配されている｡社会保障制度は"福祉国家"

のひとつとみなされる程に高度であるし,デンマ

ーク自らもそのように考えている｡そこから,平

等-の公けの期待も生まれてきた- 教育におい

て,また病気 ･事故 ･死といった状態においての

平等についての期待である｡

けれども, このような制度の中にもなお,それ

からはずされた人々は現われている｡知恵おくれ

の人々は,少数であるために,これらの制度から

はずされた人々として現われる,取 り残されたグ

ループに数えられている｡少数派というものは常

に,たいていは否定的なや り方で,孤立させられ

る｡こうした否定的な差別は,彼らにおいては,

よく発達した民主政治の基礎とみなされる平等が

達成されていないという事実からわかる｡

過去についての詳しい分析によって,我々は自
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身の発達においてさまざまな段階を通過してきた

ことがわかる｡それはWolfWolfensbergerがく

わしく記述している｡この論文はそのような徹底

した分析を意図したものでなく,たんにこの発達

の概要を追ってみようとするものである｡

"治療への信頼"から保護主義へ

知恵おくれの人々のための公共施設が初めて設

立されたのは1855年で, この創設は私的なもので

あった｡24箇所に散らばる小さなスクール ･ホー

ムであった｡アイデアはスイスのものからきてい

て,かなり楽観的であるが,知恵おくれを治療する

という目的をもっていた｡-生徒から ｢正常な能

力をもつ｣人々をつ くりだそうというものである｡

このことは医学上及び教育学上の-内容をさし,

教育の主なものは肉体的な訓練であった｡2･

3年後,この事業は断念された｡治療された者は

なく,そこで,目的は保護的な世話ということに

なった｡これは知恵おくれの人々を社会から保護

し,逆に,社会を知恵おくれの人々から保護する

ことさえめざす,保護主義を特徴としていた｡あ

らゆる保護主義者の姿勢は,第二次世界大戦寸前

までコペソ-ーゲソ大学にも残されていた理論,

すなわち知恵おくれの人々の中には知恵がおくれ

ているがゆえに危険であった り,犯罰者であった

り,不安定であったりするグループがあるという

理論に援護されていた｡

この保護主義の哲学は,知恵おくれの人々を,

美しいが人里離れたところに建てられることの多

い,特殊施設で孤立させることになった｡そこに

設立される公共施設はますます大きくなり,孤立

を和らげ,より多 くの種類の小社会をつ くること
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になった｡これらの公共施設ではあらゆるタイプ

とあらゆる程度の知恵お くれの人々を受け入れ

た｡そのため,知恵おくれの人々の社会がつくら

れることとな り,その目的はこれらの社会を自活

させることであった｡

しかしながら,早くも1888年には男女数名が主

として農家においていわゆる ｢家庭による世話｣

を受け,そこでは,最も能力のある者は男は単純

な作業,女は家事に参加した｡

今世紀の初頭から,知恵おくれの診断はもっぱ

ら知能検査によってなされていて,最高限度はI

Q75と定められていたo人々は "IQの不変性"

を信 じた- 今日では完全に捨て去られた理論で

ある｡

住み込みの施設でのケア一一一医師に

よる指導

目的は,実琴的に治療を施すことでなく収容して

いる人々の世話をすることであった- 彼らが快

適な,心地よい生活をおくれるように｡最も能力

のある子ども- ｢境界児｣及び軽度の知恵おく

れの子ども- の教育のため,大きな公共施設で

はしだいに学校が開かれていった｡この教育は普

通教育を適用したもので,｢教育可能な老｣と｢教

育不可能な老｣とをはっきり区別した｡後者には

教育をうける権利がなかった｡私的な学校を別と

すれば,知恵おくれの子供のための昼間の学校は

第二次世界大戦後までなかった｡一般の小学校が

知恵おくれの子どもの教育を拒否していたので,

両親にとっては,自分の子どもを宿泊設備のある

施設に送 りこむよりほかに方法がなかった｡しか

ち,それすらできたのはごくわずかであった｡

大きな公共施設は医師を管理者にして指導され

た｡1930年代には,精神科医たちが知恵おくれの

人々のための事業に関心を示し始めた｡このこと

はよりよいテス ト法と診断法,それに公共施設の

衛生面で若干の改良をもたらすこととなった｡こ

れは病院形式のものであった｡前述の小さな寄宿

学校 boardingschool以外では体系的な教育学

的,心理的な活動はなかった｡

第二次世界大戦まで,デンマークでは他のスカ

ソジナヴィア諸国に比べ公共施設の需要はよく満

たされていた｡普及範囲は世界でも最高といえな

くもない｡世話の水準もまた,数箇所で最高とい

える｡もちろん,これは非常に相対的な判断であ

る｡

知恵おくれの人々が少数のグループとして孤立

しがちに作られていた住宅の条件は,明らかに貧

しいものであった｡それでも,世話をするという

目的にとっては適したものであった｡忘れてなら

ないのは,法律の制定と施行によって,すべての

知恵おくれの人々の拘置所が空っぽになったとい

うことである｡そして,知恵おくれの人々は公共

施設に住むように定められた｡こうした公共施設

の中にはかって,あるいは現在なお,いわゆる｢犯

罪者｣用の特別厳重な監視を行なっているところ

もある｡

第二次世界大戦及び戦後の時代

大がかりな公共施設がより以上に拡長されるこ

とは,第二次世界大戦によってひとまずなくなっ

ていたが,不幸なことに,1950年代を通じて起こ

った新しい動きが起こってくる以前に,ふたたび

始まった｡大戦中に小さな公共施設が20から40箇

所に建設され,そのほとんどは私人が所有し,公

的に運営されていた｡しかし,これら小規模なホ

ームは,公共施設制度の哲学に逆 う一時しのぎの

解決策であったと考えられる｡

量的な面での不足は主に住居についてであり,

この結果今まで以上の監督とより大きな公共施設

への要求が生じた｡職業の分野においては,収容

されている人々がその公共施設の仕事に参加する

ことが認められていた - 庭仕事,炊事,掃除,

洗濯などである｡彼らは-ソドクラフト,縫物,

編物といった余暇活動を行っていたが,産業とし

ての仕事はな く,また,保護的な作業場 work

shopもなかった｡専門指導者の中には,知恵おく

れの人々に働 く権利はなく,無為に暮らすことだ

けができると考える者もいた｡

批判の成長

こうした,国家によって運営されている制度に

おいて量的な面に不足があるということは,施設
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が定員以上になっているということと,順番待ち

があるとい うことである｡全体的にいって,他の

面ではこうした事業についてはおおむね満足がい

くとしていた専門家の間でも,この不足が認めら

れていた｡中央の厚生関係当局者も,この標準を

批判していた｡専門家による批判は教師 ･心理学

者 ･ソーシァル ･ワーカーの中から始まったが,

確立 した制度 とその目的に対する,現実的で厳し

い批判は,育ちつつあった ｢親の会｣から起こっ

た｡

デンマーク親の会は1951年から52年にかけて設

立された｡この進展を理解し会の活動に加わった

専門家はわずかであった｡多くは懐疑的で,この

会について, 自分たちの仕事に何ら影響を与えな

い,感情的なグループにすぎないものと考えた.

1953年12月,親の会は事業に責任をもつ社会福

祉SocialAffairsの大臣にあてて覚え書を送 り,

その中で事業の問題点を討議する委員会の発足を

提案した｡その事項の中で,親の会は次のような,

現時点における問題点についての解決策を示した｡

- 上記のような住み込みの施設

- ベ ッド数20から30の小規模な公共施設を両

親 ･親戚の近 くに設立すること

- 他者の世話を受ける収容者 (クライエント)

に対する,よりよい監督とより全体的な財源的扶

助

- 収容者 (クライエント)のための教育と訓練,

および教育されうるすべての子どものための義務

教育,必要 とあれは他の子供より長期にわたって

行なうこと (教育の権利)

- よりよい法的保護,これは公共施設に不本意

にはいっている人々すべてに対する司法的な調整

を含む

- 守護方策の配備guardianshiparrangement

- 訴える権利therighttocomplain

- ボランク リィ活動の原則

- 子 どもとともに成人のための,特殊作業場

work shopと昼間施設 (保護的な作業場 work

shopの概念は,この時期にはまだデンマークには

なかった)0

- 公共施設のための連絡委員会,これには若い

スタッフ及び親からの代表を含む

最後に親の会の事業について,より上質な教育

と心理学的なものの成果をとり入れる必要がある

ことを強調した｡

この覚え書が出されて数ヶ月後,社会福祉省の

大臣は親からの代表 2名を含む委員会を発足させ

た｡これは1958年 9月に提出され,次の年,親の

会の願いの多くが新しい法となって叶えられた｡

明らかに,親の会が最も直接的で,最も有力な

一因となることによって,デンマーク政府はこの

時期における知恵おくれの人々のための事業を検

討したのである｡同時に,親の会によってこの改

正は正しい目的をもったのである｡改正は困難で

あった｡一方では,原則にあかるい人々が満足で

きると考えている制度を打ち壊さなければなら

ず,他方では完全にこれまでのものとは異なった

制度がうち建てられねはならなかった｡

変化のい くつかの理由

親の会の姿勢は新しいものであった｡この姿勢

が問題点についての開放的な話し合いの可能性を

生み,社会が問題をうけ入れるように導いたので

ある｡さらにまた,改正のための政治的支持を生

み出した｡

この親の会の新しい姿勢はいくつかの事実を土

台にしている｡それには知恵おくれについての新

しい知識,特にその原田についての知識が含まれ

る｡今や,これが低社会層に限られた社会問題で

ないことが明白となった｡どのような家庭であれ,

知恵おくれの子どもをもつ危険性を考えなくては

ならない｡このことは当事者にまとわ りついてい

た罪悪感や恥辱感をいくらかでも減少させた｡ま

た,公共施設にはいっている知恵おくれの人々の

中には,一般市民と同様に,比較的高い水準を誇

る社会では考えられないような生活条件にある人

が,多勢いることも,開放的な話し合いによってわ

かった｡対処の方法 (医療上,教育学上,心理学

上,社会教育学上の)についての新しい知識は最

終的に,積極的な対処のしかたの要求- たとえ

は教育における要求- を生み出した｡

保護主義から正常化へ

知恵おくれを固定した,生涯にわたるものとす
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る理論は彼らを "取 りのぞく"という実践のもと

では通用した｡知恵おくれが,対処の方法や教育

や訓練によって影響を受ける力動的な状態である
サ-ビス

とする新しい知識は,事業の新しい目的となった｡

1959年の法はこれを ｢知恵おくれの人々のために

できるだけ正常に近い生活条件をつくりだす｣と

述べている｡この一節はのちに ｢正常化｣といわ

れる理論の土台とな り,この理論は今日でもなお,

そうであるが,我々デンマーク内,及び,障害者

に対する新 しい姿勢の生まれている他国において,

我々-のひとつの挑戦を与えてくれた｡

まさに,この｢正常化｣normalizationという用語

には語義上の問題があった｡これを,知恵おくれ

の人々をいわゆる ｢正常人｣に変えることだと誤

って解釈する人々もいた｡正常化とは正常なこと

を意味するのではない｡知恵おくれの人が正常で

ないのなら,だれがそうなのか? 正常であるこ

ととは何か,そして,平均的などでありたくないと

思 っている人々-の理解が深まっているというの

に,いったい誰が ｢正常｣normalでありたいと思

うのか? 正常化 とは知恵おくれの人々に正常な

住居,教育,労働,余暇の条件を./ということで

ある｡正常化 とは他のすべての市民が持っている

法律的,人間的な権利を彼らにもたらすというこ

とである｡

正常化は基本的に種 々の定説,特に何世紀 も

の間知恵おくれの人々を困らせてきた保護主義に

対する,ひとつの攻撃であった｡正常化は定説へ

の反はくであった｡正常化とは,知恵おくれの人々

はいかなる特別の扱いもうけてはならないという

ことであった｡この概念の論理的な内容は ｢知恵

おくれ｣といわれる特別な人々のグループの存在

を否定しようとするものであった｡近い将来,チ

ンマークは知恵おくれの人々の世話をする特別な

事業など不必要であることを示すであろう｡我々

はこの哲学が,正常人と知恵おくれやその他取 り残

された人々との差別を除去しうるほど強力なもの

となるよう願っている｡もちろん,このことは知

恵おくれの人々や他の障害者に特別な教育や対処

法をうける権利がないということではない｡この

ことは,必要があるということに従って用意がな

されるべきであって,単に彼らが知能に障害をも

つということからなされるべきではないというこ

とである｡同じことが,特別な配慮を短期間ある

いは一生の問にわたって必要としている他の市民

についてもあてはまる｡

統合 と隔離

正常化は統合と隔離の問題と混同されることが

多い｡強調 しておかなければならないが,正常化は

目的であ り,統合と隔離は単に実践上の方法であ

る｡これは目標に到達するためには何が最適であ

るか,効果的であるか,個々の状況の評定によっ

て選択される手段である｡我々は,隔離はふつ う,

正常化の達成に最上の手段でないことを経験から

知っている｡しかし,わたしの知るところでは,

重度の知恵おくれの人々の養護学校や特殊学級へ

の隔離が,普通学級に入れることよりも,正常化

という観点からみて効果がないということを示す

確定的な証拠や実例も見られない｡これは統合に

ついて繁発する,かなり上っつらの論議にくぎを

刺すためにあげたひとつの例にすぎない｡

住居,労働,教育などにおける統合は,個人あ

るいはグループに対する統合とは区別されなけれ

ばならない.重度のおくれを持つ人々の問題を知

っている人なら誰でも,統合が目的でもなく,普

た単なる手段でもないということに同意するだろ

う｡しかし,誰でも正常化が重度のおくれをもつ

市民にも役立つようになされなければならないと

いうことに同意している｡

｢知恵おくれの人々のためにできるだけ正常に

近い生活条件をつ くりだす｣という目的の,1959

年法をもう一度ふ りかえろう｡この非常に簡潔な

条文が,正常化という概念に関する国際的な論議

全体の出発点である｡我々は発生してきたあらゆ

る理論づけが,本来の考えとかけ離れたものにな

っていくと見えるので心配している｡つまり,知

恵おくれの人々における活動や彼らのための活動

の目的に適用すべきであるような特別の理論はど

こにもない｡知恵おくれの人々は,他のどんな市

民とも同様に,権利と義務をもつべき平凡な人々

であるということである｡したがって正常化は保

護の理論にも過保護の理論にも反対する｡正常化

は平等 equalityという観点によって効果のある

ものとなる｡正常化はすべての人々のための,す
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ベての市民的 ･人間的権利をめざす戦いのひとつ

なのである｡

不平等は第三 ドイツ帝国に最も顕著に現われて

いた｡そこでは民族 ･宗教 ･障害のためにあるグ

ループが差別的扱いをうけ,排除された｡これは

容認できぬことであり,将来において同様な差別

が起こらないようにする方法があるとすれば,そ

れは,すべての人間を全体的に,心から,その人

の生れ,容貌にかかわ りなく平等な市民として認

めることである｡

法の下の平等

このように,正常化の理論における意義ある一

面は,あらゆる人の法の下の平等という司法上 ･

行政上の見地である｡

それについて説明するために,デンマークが,

1950年11月 4日に欧州会議によって成立 した人

民 ･市民の権利に関する協約を実践するために,

さまざまな法令の改変を余儀なくされたというこ

とを述べてお くのは価値がある｡協約には知恵お

くれの人々の犯罪や拘留に言及するものも含まれ

ていた｡デンマークの憲法自体が同時に改変され

つつあった｡その結果,今や憲法には行政当局に

よる犯罪も国の一般的な裁判において追求するこ

とができるという保証が生まれたのである｡

1930年代に成立 した非常に制約的な法律の下

では,知恵お くれの人々はもし社会にとって相

当に迷惑であったり,自活することができなかっ

たり,子どもをもつ危険性がはっきりした場合に

は,その意志にそむいて公共施設に監禁されうる

のであった｡子 どもをもつ危険性のある場合には,

あらかじめ不妊にすることで法を免れるという条

件がついていた｡

これらのとほ うもない規則は民族的に誘導 さ

れ,取 り残 された人々を公共施設に孤立させるこ

とを狙った,1930年代の理論の結果のひとつであ

った｡その時期に目的とされたことは,知恵おく

れの人々をすべて登録し,公共施設に収容し,不

妊になった場合だけ外にでれるようにするという

ことであった｡優生学の知識が適用されて,この

方法が知恵お くれをなくす という信頼が生まれ

た｡今日の知識にてらせは,なぜこういったこと

が成功せず,なぜ知恵おくれの人々の数がこの方

法によって減 らなかったかほ説明するまでもない

ことである｡

司法的な調整

既にみてきたとおり,1954年にすべての行政上

の拘束に可法的な調整がもたらされた｡1959年に

は制約的な法律がいっそう修正され,今日では自

分や他人を危険なめにあわせると考えられる場

令,あるいは放免されたなら,自分自身が相当に

困るであろうと考えられる場合だけ,知恵おくれ

の人々を収容することができる｡このような決定

ち,なお,遠からず裁判にかけられることであろ

うし,我々は知恵おくれの市民と他の市民との平

等がまもなくもたらされるということを,ここで

も望んでいる｡これが正常化である｡不妊に関す

る法律はすでに成立しているので,今では,知恵

おくれの人々を含むすべての市民にとって,不妊

は随意である｡

1950年代には,制約的な規則についてさらに論

議がなされた｡精神科医たちは,あまりにも長い

間,しかもはっきりした理由もなしに収容者たち

を監禁していたことで批判をうけた｡今日の事業

は,完全といえるほどに,サービスの自由な利用

という原則に基づいている｡

進歩に向 う姿勢

デンマークの中央省庁内の行政法律家たち

administrtlawyersは,法律的な保護について

の論義で主要な役割を果たした｡公共施設の専門

家のほとんどがデンマーク親の会の見解に理解を

しめきなかった一方で,親の会を発足後わずか一

年で認め,ふたりの代表をその諮問協議会に迎え

入れるという法律をただちに社会福祉省 Social

Affairの大臣に認めさせた｡

さまざまな専門的見解をもつ数人の行政官は親

の会の発足当初から両親たちと緊密に活動してい

た｡精神科医たちは一般に非常に保守的で,自分

が力をもっている,既に確立した体系に固執して

いた｡教師は非常に限られた影響力しかもたなか

ったが,1959年法が実施に至ったとき,比較的少
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数のこの分野のソシアル ･ワーカーとともに, し

だいに重要な存在になろうとしていた｡

世話をする職員のうちの多くの人は変化につい

て非常に用心深かったが,法律の成立後,よりよ

い教育を望んで適度の要求を出した｡知恵おくれ

協議会 (知能連帯協議会)の行政官と社会福祉省

SocialAffairの大臣はこれに同意した｡1961年に

は特別の課程が組まれ,それは三年間で ｢世話補

助員careassistant｣を養成するものであった｡こ

の改正された教育には多くの申し込みがきて,い

まだにこの課程を学ぶ資格のある人々のうち,約半

数以上を受け入れることができないでいることが

わかっている｡このような職業に対して要求がふ

えているということは世話補助員careassistant

の質と量が増大することが必要となっていること

を意味しているのである｡

既に述べたとおり,親の会の設立は,既存の制

度を批判し事業の改変を要求する公の話し合いを

ひきおこした｡このことは専門家の多数派の間に

次々と対立を増大させた｡しかし,1959年以前に

既に,事業の行政的な協議会は公の交渉に対して

積極的な姿勢をもっていた｡1959年法が, 2名の

両親代表を含めた実行権をもつ協議会という,独

立した国内制度を確立させたとき,その主旨は非

常に明瞭であった｡それは,あらゆる方法をつか

った開放と率直さをもっていた｡

目にみえた,公のPR活動というものはなかっ

た｡しかし,協議会の積極的で率直な姿勢はそれ

だけでも報道税関の相当な関心となった｡質問を

したい記者は誰れでも,当局からあたう限りのい

ろよい返事を得た｡公共施設を訪問したければそ

のように取 り計られた｡ ドアは広 く開放されてい

た｡雑誌,ラジオ,テレビは人々の願っているこ

とを何でも,自由に書いた り撮影したりできた｡

尊重しなければならないことは,収容者 (クライ

エント)個人の,写真にとられたくないという琴

求のみであった｡

私はアメリカ合衆国からの訪問者が非常に印象

的だったのを覚えている｡彼は,公共施設のどこ

にでも我々のあとについてくるカメラマンの一群

に抗議したわけではないのだが,彼としては撞 く

自然 な態度で,物理療法 エ リアphsiotherapy
areaまでついて来てもまだ皆が写真を撮ってい

たのに対して反感をもった｡彼がこれは許可され

ていることなのかとたずねたとき,私はこう答え

ることができた｡すなわち,我々には少しも隠す

ことがない,しかも,我々の仕事は納税者の税金

によってまかなわれているのであるし,彼らに対

して責任がある｡しかしそれでもなお,我々はク

ライエントが写真に振られたくないと願っている

としたら,そのありのままの気持ちは守ってあげ

なければならない｡

我々はまた,雑誌やテレビから我々が納得でき

ない状態,受け入れがたい状態を説明するための

写真を撮 りたいと求められたことがあった｡我々

の月刊紙において我々は同様の写真を公開し,財

政的援助の要請に許可がお りるようにとの我々の

要求を述べた｡我々は多年にわたって ｢影の部分

blackspots｣を公表してきた｡例えばベット数の

多すぎる寄宿舎domitoriesがそうである｡これは

財政に責任のある人々に圧力をかけるためであり,

この目的に公の金を使 うことが正当であるかどう

かということについて大衆の理解を得るためであ

った｡我々は,完全で体系的な教育を受ける権利

があるにもかかわらず,そ うしてもらえないでい

るたくさんの子どもたちがいることを公表 した｡

1961年以来ずっと,我々は月刊誌を職員全体に

送 り,その中で進歩の程度に関する批判を含め,戟

々の事業の活動を記事にしていた｡1960年から1970

年の間,我々はこの事業の職員300名程で,1年ご

との集会を催した｡ここでの出席者はあらゆる部

署,あらゆる地位からの代表であり,集会では,

前年の活動の結果を示し,それらを他の社会 ･厚

生の分野における進歩と比較した｡デンマーク全

体の雑誌 ･ラジオ･テレビ関係者が招かれて,こ

の集会ははば毎年,積極的な効果をあげた｡そし

て,公共の報道機関は知恵おくれの人々とその施

設サービスについて多 くを書いた｡その内容は,

受益者自身の積極的な姿勢があるにもかかわら

ず,我々の希望や要求に少 しも応えようとしない

政治家たちに対する批判であることが多かった｡

当然,こうした集会になじまないサークルもあり,

我々は,彼らがそれ以上に参加しないのを非常に

残念に思っている｡

受益者,大衆や,我々の事業に責任をもつ老た

ちのもつ批判的な姿勢はPR活動のほんの一部で
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ある｡同じくらい重要なこととして,どのように

したら,利用できるだけ多くの財源を得て積極的

な結果を手にすることが可能なのかについて述べ

たい｡それは,この分野では比較的容易であるこ

とがわかるだろう｡我々は障害者のための活動に

ついて国の多大の理解を得てきた｡公共の資金分

配に優先権を得るのは,困難な政治的業務である

が,この国では,ひとたび正しい情報がもたらさ

れれば,積極的な姿勢がみられたのである｡

一般的な問題は｢私たちの街にもってこないで｣

ということであるように思われる｡人々は地域社

会の事業を受け入れるが,それでも,宿舎hostel

昼間の学校その他どんな公共施設でも,自分たち

の住んでいるところに開設しないでくれと思って

いる｡そんな場合,たいていは報道機関が知恵お

くれの人々の味方となってその地方の抗議的住民

に対抗していた｡我々のなすべきことは,抗議の

声があがろうとしている,彼らは残 りの住民をも

味方にしようとしていると報道人につげることだ

けである｡10年ないし15年間の公開報道の結果と

して,我々は報道機関を味方につけ,知恵おくれ

の人々に有利になるようにした｡この副産物とし

て,最近の 2, 3年間に責任ある行政上の協議会

に対する粗っは い批判もまた起きてきた｡それは

私の代表となっている協議会に対してである｡こ

れは当然の成 り行きであるが,やはり不快であり,

私は多少納得できない感じをもつ｡批判の要旨は

我々がたいそ う立派な理論全体をまだ実践に移し

ていないとい うことである｡事業によってしめさ
アイデア

れる考えは大衆の財産となっているが,大衆は今

辛,立法者 と行政者の間の責任の複雑な均衡を理

解しないままに,自分たちへの働きかけを要求し

ている｡

15年ないし20年前には,受益者はその両親をも

含めて,控えめな望みをもつ圧迫されたグループ

であ り,前進をもたらすことならば何にでも恩を

感じていた｡今日では,幸福なことに,受益者は

主権の存する市民あるいはグループとなり,政治

家が公約したのに完全には実現されていない自分

たちの権利の実現を請求している｡これはすべて積

極的進歩の一部であり,正常化の一種なのだろう｡

これまでデンマークでは重要 とならな

かった諸要因

これまで外国では重要であったけれど,デンマ

ークでは実践的にみて重要なものとならなかった

いくつかの要因についてみていく｡

1.ボラソティ活動は親の会やスカウトグループ

から散発的におこる発議を別にすると,これま

で重要なものとならなかった｡親の会は現在,

圧力団体として機能 しているが,それは重要な機

能である｡親の会は施設を経営してはいないが,

多数の施設を所有し,それを運用するのに必要

な費用を支払ってくれるデンマーク国家に貸し

つけている｡

2.これまで,有名なデニスのように親として発

言し,知恵おくれは誰にでもおこりうるという

事実を周知のものとするために助力をおしまな

かった人もいく人かいた｡しかし,我国には,

知恵おくれの問題に立ち向ったジョン･F･ケ

ネディのような人物も,そして,この間題につ

いて特別なことは何もしなかったチャールズ ･

ド･ゴールのような人物もいなかった.

3.教会はこの領域以外の社会的分野ではこれま

で非常に活動的であったにもかかわらず,知恵

おくれに関する仕事ではなんら重要な役割をは

たさなかった｡その理由は教会が福祉国家を信

頼し,国は必要なことは何でもしてくれるだろ

うと思っていたからである｡見当違いの安心感

である｡

4.大学は実践的にはたいして価置のない複雑な

研究以外,我々の収容者 (クライエン ト)のた

めの日常行務に何ら関心をしめきなかった｡知

恵おくれに関する研究は施設職員自身によって

推進されてきた｡施設職員は大学内の研究に,

現行予算の中から財政的援助を与えるというこ

とまでやってあげたのである｡

5.裁判所は,とくに1950年代と最近の行政的収

容法問題において,知恵おくれがあるために施

設で暮すよう宣言をうける人の数を制限したこ

とにより,かなり重要なものとなった｡しかし,

その他の面では,裁判所は何も重要な役割を果

してこなかった｡
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い くつかの論争領域

1959年まで各領域のすべてのサービス機関,つ

まり,すべての公共施設,コミュニティ･サービ

ス,私立収容施設の管理責任は精神科医にあった｡

このシステムはその後,医師,教育責任者, ソシ

アルワーク責任者といったさまざまの領域の専門

家から成る,指導システム-と完全に変化した｡

この専門家たちは現在,事務面の責任者を加え,

すべてのサービス楼関の責任をとっている.

この管理責任の変化は特に医師の側から強く批

判された｡そこには ｢世代間の断絶｣の問題があ

ったが,時がたつにつれてほとんどすべての施設

の指導者がこのシステムに慣れ親しむようになっ

た｡この構成は,いくつかの効果的な治療結果を

もたらしつつ,現在いくらか変化してきていると

思われる｡

しかし,知恵おくれ施設は少なくとも,すでに

のべた専門家に加えて,現在では3年間の訓練を

うける世話補助員careassistantの代表を含む多

領域にまたがる仕事であることは周知の事実であ

る｡最近の教育改革によって,この訓練は今や,

ソシアルワークの全域に一般化されるようになっ

ていくだろう.この訓練のおかげで,障害の種煩

別にみた仕事ではなく,児童,若 (午)者,老人

全般に関する仕事が専門化される機会が与えられ

たのである｡

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由,知能障害等々

といった特定の種煩分けは管理行政システムから

消えてしまうだろう｡これが正常化つまり,いく

つかの集団として分類することなく,他の市民と

平等であるということである｡これは管理の正常

化つまり,これらの市民に対する管理の責任を,

専門の管理機関から州や地方自治体の地方当局に

譲るということを伴っている｡

この問題の複雑さは知恵おくれに対する特殊施

設が発達している国においてのみ関心を持たれて

いるものである｡発展途上国は,何もないところ

から始まったので,多くの西洋諸国が通過せざる

を得なかったこの発展段階をさけることができた

のだった｡(私の論文を参照されたい.｢分類･記録

の理論と実践｣MontrealILSMH,1972)

正常化そのものについてデンマークではずっと

論争があった｡上述のごとく,正常化は保護主義

にまっこうから反対するものであるが,我国には

今だに多くの保護主義支持者がいる｡この姿勢は

市民の広範な部分のみでなく,我々の施設職員の

中にも存続している｡一部分は,少くとも知識が

不足しているために,これらの人々は知恵おくれ

について古く,保守的な見解を持っているのであ

る｡自分たちの子どもが大きくなって家庭から離

れていけは,両親の過保護な姿勢から解放される

という事実をどうしても理解することのできない

古い世代の親たち.O間では,この姿勢(保護主義)

は特に正しいものとされている｡

デンマークにおいて,我々は正常化について他

の国ほど理論化できていないoLかも,我々は理

由をもってあるいは理由なく,お互いに誤解する

ことが多かった｡他の国と同じように,正常化の

概念はデンマークでは論争の的になっているが,

この領域で,もっとも積極的にとりくむべきもの

として残っている問題のひとつである｡

男性 と女性を同居 させることと性生活,

結婚 と子 どもをもっこと

男性と女性をめぐる問題は当然のこととはいえ

論議の的となった｡デンマーク人が性の問題に対

して進歩的な態度を取ってきたことはよく知られ

ている｡したがって,討論は外国に比べるとくつ

ろいだものだったように思われる｡しかし,論議

の的になっているのが知恵おくれの人々である場

令,この分野にしのびよる偏見が拡大されてきた

とい う事実をはっきりと認識 しなければならな

い｡我々には特定の宗教的偏見はない.デンマー

ク国教 (福音主義ルーテル教徒)は進歩的な態度

をとっているし,数少ない我国のカトリック教徒

でさえもこの点に関しては比較的進歩的である｡

男と女のクライエントを公共施設や病棟で同居

させることは,伝統や個々人の見解によってスピ

ードは異なっているが,一般に承認されるように

なってきた｡我国の古い施設の多くは,男性と女

性を,知的障害者であれ,他の障害をもったもの

でめれ,あるいは障害が全くないものであれ,同

時に収容できるようには造 られていないのであ

る｡これは,例えは,我国には共同の洗濯場と化
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粧室の設備のついた20床ぐらいの寮がほんの数箇

所しかないためであった｡

新しい病棟や住み込み施設等は両性を収容でき

るように設計 されている｡こういった家は,住人,

少なくとも大人の住人が個室を持つのは人間の権

利として当然のことと考えている｡この原則につ

いて多くの論議が行なわれてきたが,遺感なこと

に,あらゆる場所で力を持つにはいたっていない｡

男女同居の病棟は子 どもの場合なんら問題はな

い｡それは10年来存在してきたものである｡

性生活の権利は人間の基本的な権利であるが,

また,全世界のほとんどの場所で知恵おくれの人

からうはわれていた権利でもある｡デンマークで

は原則として知恵おくれの人の性生活の権利がう

け入れられている｡ しかし,そこには手続きに関

するたくさんの問題があり,この原則が全市民に

うけ入れられるようになるまでは長い期間がかか

るだろう.知恵おくれの人も,他の人々と同様に

学校や家庭で性教育をうけている｡しかし,性教

育は特に施設の職員にとって新しい問題を生みだ

した｡我々はこの問題を公開で討論してきた｡例

えは職員は重度の知恵おくれに,たとえそれが唯

一の性欲の解消法であるにしてもマスターベーシ

ョンを教えるべきかとい う問題がそれである｡

個々の意見はこの点についてさまざまであった

が,しかし,会議では性的な問題に関する討論は

かなり進歩した水準に達していることが明らかに

なった｡時代遅れの保守主義者の見解が,知恵お

くれの人々がマスターべ-ショソを自己満足的に

そして乱用するのではないかという恐れをともな

って提出された｡しかし,この問題に対する姿勢

はおおむね肯定的なものであった｡この問題に関

する60年代の3日間に渡る公開討論ののち,静か

にそして正しい方向に進歩が開始されたのであっ

た｡しかし,偏見があるために,まだ時間がずい

ぶんかかるだろうとい うことも分かったのであ

る｡

デンマークの法律では知恵おくれがあった り知

能障害がある場合には,結婚に際して特別の許可

がいることになっている｡この法令は1922年につ

くられ,1938年には軽度の知恵おくれも含むとこ

ろまで拡大された｡この法令は大部分,優生学的考

察に刺激されてつくられたものである｡最近,政

府の委員会は,我国の知恵おくれの人とそれ以外

の市民の間の平等を推奨している｡その報告は,

デンマークの結婚に関する法律をより広 く自由な

ものに変えていくという文脈の中で,議会によっ

て承認されるだろう｡結婚の許可を望んだ知恵お

くれの人々は既に可能なことが多かった｡許可を

求めるのは多くは軽度 ･中皮の遅れをもった人々

であり,重度の人は結婚する希望をめったに持た

ないからである｡

知恵おくれの人が結婚するにさいして特別の許

可を必要とするという法律は知恵おくれに対する

差別処偶であり,知能遅滞者のための施設や親の

会が,その変化を強 く期待してしてきたものであ

る｡時代遅れの保護主義者たちの反対はあったが,

知恵おくれのこの,結婚に関した分野での平等は

国会でも社会でも広範にみとめられた｡一般に幸

福ですばらしく,美しいとされているもの,結婚

に反対してまで知恵おくれを保護するという保護

主義者たちの望みは矛盾しているように思われる｡･

しかし,この手の "主義''･がいくらか奇妙な方向

にそれてしまうというのは考えられないことでは

ない｡

子どもを持つという問題は結婚する権利に関す

る議論とこみにして論じられてきた｡しかし,釈

計的には多くの子どもが結婚によって生まれるに

しても,2つは全 く別の問題である｡知恵おくれ

の人あるいはそれ以外の人々についても,子ども

を生むべきかどうかは個々のケースについて個別

的に考えなければならない｡経済的に,社会的に,

そして人間的にみて子どもをもった方がよい知恵

おくれもいるだろうし,その反対の人もいるだろ

う｡これは知恵おくれ以外の人についても言える

ことである｡問題は家族計画のための最良のア ド

バイスをしてあげられるかということのみであ

る｡避妊具の使用については今日問題はないし,

知恵おくれの人がビルやその他の避妊具をつかっ

たりする権利をもつということについては何の問

題もない｡

我々は皆,知恵おくれの人々が結婚する権利が

あるかどうか議論する場合,偽善的に,彼らに性

生活をおくる権利があるかどうかという議論をか

くしてしまうということを知っている｡これは,

私が世界中でおこっている討論から経験 している
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ことであるが,知恵おくれの人が正常に生活する

権利があるかどうかの問題は,結婚という仮面を

かぶって提出されている彼らの性生活の問題が討

論されるようになったとき,完全な理解に達する

のである｡

政治的にみて反動的な姿勢は,デンマークのシ

ステムのように政府に支えられたシステムにとっ

ては危険な結果をもたらす｡知恵おくれの人々の

ために使 う経費は中央政府のレベルで年間予算に

集約されるのであるが,これは経費を発見しやす

く,手に触れやす く,そして切 りつめやすくする

ためなのである｡純粋に財政的に考えて,我々の

財源は減らされてきたという事実を我々はすでに

知っている｡過去,予算がへらされると我々の施

設の成長は速度がおちたが,将来は我々のサービ

スにさらに直接の打撃を与える制約が起こると思

われる｡

施設を脱中央集権化させることは,管理責任を

地方当局に移譲することにより,1970年代の終 り

までに完成されると思われる｡そのことによって,

中央での予算が減らされるという危険は減少する

だろう｡しかし,脱中央集権化によって例えば,

国内で場所がちが うとサービスの質もちがったも

のになるとい う他の危険がおこることも考えられ

る｡これは,正常化の基礎である平等の原則に反

するものである｡

知恵おくれのための私立の施設はデンマークで

はあまり目立たない｡しかし,デンマークやその

他の西洋諸国が将来直面しそうなきびしい経済状

態によって私立主導型の施設ができるだろう｡こ

ういった経済的困難が,貧困の結果としてでなく,

むしろ豊富さの結果として生じたものであるとは

全 く逆説的である｡

こういった危険は,サービス ･システムの発達

した国に起こるものであり,我々は,不満足な制

度を改善するための闘いで使う武器によってこの

危険と戦っていかなければならない｡最も重要な

武器は,情報をあまねく広めること,つまりPR

括勤である｡

親の会がPR活動を主な武器として使ってきた

ことは明らかである｡しかし,親の会のPRは不

満のある受益者からの主観的な圧力であると考え

られてきた｡それ故専門家による客観的な資料に

よって裏づけされたものになる必要があるだろ

う｡この国では,概して受益者の見解と専門家の

評価が一致するということが知られている｡PR

活動は非常に重要である｡PR活動は施設の欠陥

と不充分さについての記述,そして規準を改善し

うる可能性に関する情報から成 り立っていること

が望ましい｡ある場合にはPRは費用の効果を考

えるのに役立つ｡PRは政治的に有効な方法であ

るが,さらに,人間的な見地から問題を論ずると

ころまでいかなければならない｡

過去において,政治家と大衆は知恵おくれの分

野での進歩とは,当然のこととして,生活,仕事,

そして教育条件の改良のことであると見なしてい

た｡今日,彼らは論点を2つにしはっている｡そ

れは,財源がどんな風に使われるかということと,

この政策が経済的政治的にみてどのような結果を

もたらすかということである｡

評定することは必要なことであり,自然な要求

である｡これはすべての財源についていえること

である｡金,家屋,職員そして知識,すべてそう

である｡この中でも特に重要なのは全予算の兄を

のみつくしてしまう職員である｡我々は職員の努

力によって最高の利益を得ている｡職員の構成は

どんなふ うになっているか? 異なったグループ

間の協力のレベルはどんな具合だろうか? こう

いったものはすべて財源をどんな風に使 うかとい

ラ,ありきた りの問題であるが,これが目的との

関連で見られたことはめったにない｡施設でやっ

ている仕事の内容を記述することは,財源調査に

重要な副産物を生んだ｡その記述内容によって各

分野でのサービスのレベルを比較することができ

る｡例えは,知恵おくれの子どもに与えられる教

育の範囲は,いわゆる正常児あるいは我国の大学

生に与えられるものと同じだろうか? 同様に,

知恵おくれの人々とそれ以外の市民の間の住居条

件の比較もすることができる｡財源の調査は,財

源を制限したいという政治家の思惑にもとづいて

いるのだが,結果をつかって,新しい財源を与え

る決定ができるような情報も,もたらすのである｡

政治家は当然,今ここでなされていることの結

果がどうでるかを知 りたいと思っている｡目標が

達成されたかどうかを知ることが必要である｡そ

れは,計画プロセスの一部であり,現代政治の方
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法として,よくも悪 くも利用される可能性がある｡

計画は施設改善の進行を止めてしまうのにさえ使

われる可能性があるのだO

長期計画の手続きを改良するためにさらに情報

をつけ加えるという要請によって,会議で,論議

する必要のない緊急必要事項にまで,ゆっくりと

時間をかけてしまうことがある｡しかし, うまく

使われるならば,計画の手続きは進歩をうながし,

日常的に, 目的を達成す るために必要 な入力

inputを調整する方法となる｡

以上の考察は財源や計画の使用にさいしての一

般的な見解をのべたにすぎない｡つまり,改良進

歩のために必要にして重要な現代の管理技術につ

いて記述したにすぎない｡評定と計画は今日デン

マークで重要なものになっていることは明白であ

る｡ しかし,これが政界サイドで使われると施設

進歩の速度がおちてしまうように思われる｡将来

は財源をもっと有効に使 うという結果をもたらす

かもしれないが｡また,これによって,現存して

いる施設が最良の方法で運営されていても,さらに

多くの財源が必要なのだという事実が明らかにな

るかもしれない｡

現在の批判的政治姿勢はより大きな全体の一部

分であるとい う観点からみなければならない｡デ

ンマークの福祉制度はさまざまなレベルでの貧困

があった時期にはじめられた｡食物,衣服,住居

という点からみると,現在の社会には貧困はない｡

一般的に言 うならはデンマークの国民には,現在

の経済的問題はあるにしても,財源的問題はたい

してない｡ しかし政府が撲滅することのできない,

個々の貧困が残っているということは強調してお

かなければならない｡しかし,概していうならは

我々はもう,個々人とその家族が生き残るための

条件を,法律によってつくることが目指された時期

を通 りこしてしまった｡今日の問題は財政的資源

などをどんな風に分配するのかとい うことであ

り,こうい う状態だからこそ,何が最も優先され

なければならないかを再考してみるのも悪 くない

のである｡

そ うすると,知恵おくれの人々はいまだに最優

先されていないということが分かるだろう｡私の

個人的見解であるが,ある種の障害者集団は恩啓

をこうむっていないし,色々なことが進歩したに

も拘らず,知恵おくれの人は,全般的にはそ うで

ないにしても,個々人としてはまだ優先順位の低

いところにいるのである｡デンマークを訪れた外

国人は,デンマークの知恵おくれの施設について,

あたう限り肯定的にかいている｡我々はその人た

ちにこの15年 ･20年の間に多くのことがおこった

と言っておこう｡それでもやはり,親の会の人も

いうように,我国の施設はまだ ｢発展途上にある

領域｣として考えていかなければならないものな

のである｡

最後に,態度についての非常に重大な問題につ

いてもう一度考えてみたい｡最も重要で主要な目

的は障害をもった人々に対して肯定的な態度をつ

くりだすことであるにちがいない｡ありのままの

例をだすことによって,やらなければならぬ問題

がどんなに残存 しているかが明らかになるだろ

う｡教育をうけられないでいる,重度のおくれの

子がたくさんいる｡もし,｢正常な｣子供が就学の

年になっても学校に行くことを拒否したら,両親

は力づくでも子供を学校に送 りこむだろう｡もし

それでもこはんだら,児童福祉局か警察が割って

入るだろう｡それでは,社会は知恵おくれの子供

が教育をうけられないでいるのを認めているのだ

ろうか? 彼らが学校にいかないでいる場合の唯

一の抗議は,両親とこの分野の専門家からおこる

のみである｡しかし,少数派であるために彼らは

無視されてしまうことが多い｡完全な平等は,障

害者についてはまだ達成されていないということ

は明らかである｡

時がたつにつれて態度は変わった｡両親の態度

が変わ り,知恵おくれの人そのものの態度がかわ

り,この分野で働く専門家の態度がかあ り,そし

てかなりの程度まで大衆の態度も変化した｡現在

もっとも重要なのは政治家の態度がどうかという

ことである｡我々の知識と経験は,ついに,現在

の財政資源が可能にしてくれるものに先行してし

まった｡知恵おくれの人にするように立法者から

望まれていることを,我々はいつでも実行に移す

準備ができている｡

統計的な話題

この結論の節では,これまでのところで述べた
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TableI

NUMBER OF INSTITUTIONSAND CLIENTS

Number oflnst. Numberofclients

1958/ 59 1974 1958/59 1974

1.ResidentialInstitutions

Centralln岳t. (regionalcenters)

LocalInstitutions (Satellitelnst.)

Relief也HolidayHOmeS
SpecialTreatmentHomes

Homesforchildren

TreatmentHome (delinquents)

Boardingschools
SchooIHomes

YouthBoardingSchools
Hostels

Semi-privatecareHomes

TotalResidentialInstitutions

2.Day-Institutions
Schools

Kindergartens

Workshops

Youthschools

TotalDay-Institutions

TOTAL INSTITUTIONAL CARE

6 11 5,874 5,556

14 28 2,024 2,374

1 7 18 47

0 2 0 9

0 2 0 26

0 1 0 5

3 1 625 54

3 18 83 298

0 5 0 107

1 32 15 656

26 19 612 365

54 126 9,251 9,497

19 72 1,150 3,734
5 51 177 880

3 50 85 2,764
0 3 0 152

27 176 1,412 7,530

81 302 10,663 17,027

いくつかの見解についての数字上の実例が示され

る｡TableIには現在の制度が1958から1959年に

かけて確立されて以来の施設の数と規模の発達の

公的記録がしめされている｡

このいくつかの統計は,住宅の必要な人々のた

めに,以前より小さな単位の住宅の制度にむけた

公共施設が発展しつつある傾向をはっきりとしめ

している｡同時に,住みこみresidensial施設以外

の施設- 学校,幼稚園,作業場workshopにい

るクライェソトの数と,全面的あるいは部分的に

自分のアパー トか部屋か宿泊所hostelかあるい

は両親といっしょに住んでいるクライントの数も

明確に増加している｡

さらに,単に消極的な型のサービスしかうけて

いない知恵おくれの人々の数は最少限に減少して

きている｡

住み込み施設にいるクライエン トの数はこの

問,1958-59年の9,251人から1974年の9,497人に

かろうじて増加したに過ぎないことが分かる｡実

際1974年には住人1,000人につき2.0人から1.8人

に減少しているのである｡しかし,住み込み施設

内の施設数は合計54から126に増加した｡これはつ

まり,施設の規模がかなり小さくなったことを意

味している｡この間の初期の施設あたりの平均ベ

ッド数は170であったが,1974年になると,施設あ

たり74ベッドに減少した｡

さらに,住み込み施設内の施設は種棟が多くな

った.初期には7種校だったが,1974年には11種

頬に増えた｡

最後に,施設の性格がかなり変化してきている｡

小さな施設と同様大きな施設でも,施設の単位は

以前より小さく,より住みごこちのよいものにな

っている｡職員の役割はもはや単に住人を監督す

るに留らず,今日ではより特殊化された技術をも
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ったチームとなっている｡いいかえるとより活動

的でより人間的な環境が確立されてきたというこ

とである｡この概念の形成の一因となったのは2

つの環境の原則- つまり.住宅環堕と仕事の環境

を分離することである｡これは可能な限 り広範に

実施されている｡

クライエン トのできるだけ多くの部分に個室を

与えることは最も重要な発展としてあった｡1958

年から59年にかけての公共施設は,諸外国と同様

に,簡単な家具しかない部屋に30人以上もの住人

がいる住宅が特徴だった｡デソマークでは,この

奇怪な住居条件 (寝室)を解消するために一貫し

た努力がなされてきた｡その目標はそれによって

利益をえる全ての人々に個室を与えるということ

であった｡ これは幼児期以上にある多くの知恵お

くれの人々に利益となることが証明されている｡

TableIIは この点について1971年にどんなに大

きな進歩があったかをしめしている｡

個室を供給するための進歩は1971年以来ずっと

続けられている｡

公共の住みこみ施設がへってきたのは,家族が

自分たちの家に遅れた子どもをおいておくことが

できるように補助されたこと,若い知恵おくれの

TabloII

人々が,自分の家庭生活を確立できるように援助

がなされたためである｡施設でのケア-の解消に

よる進歩は,この間ずっとデイ ･ケア一施設が増

加してきたことによってなされてきた｡これは

TableIの下の段にしめされているが,デイ ･ケ

ア･サービスは1958年から59年に全体で19の学校

schoolと,5の幼稚園kindergardenと3つのワ

ークショップworkshop,全体で1,412人のデイ･

ケアの収容力があったのが,1974年には3,734人の

収容力をもった72の学校,880人の収容力をもった

51の幼稚園,2,762人の収容力をもったワークショ

ップ,そして152人の収容力をもった青年学校

youthschoolに発展したことが,この裏によって

分かる｡これによって,この15年間にデイ･ケア

活動は5倍以上に増加したことが分かる｡住みこ

み施設内でのいくつかの活動についていうと,チ

イ･ケア活動は施設内でおこなわれてきたが,実

践的にはいつも別の建物でおこなわれている｡し

かし,大部分,これらのクライエントもまた,デ

イ･ケア活動を住みこみ施設以外のところでうけ

るようになっていくだろう｡

最後に,住みこみ施設あるいはデイ ･ケアの施

設で知恵おくれの人々がサービスをうける必要性

ROOMS AND BEDS BY SIZE OF THE RO(凪4S

February, 1971

Beds per Room Rooms

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10- 14

15- 19

20- 24

25- 39

TOTAL

1,474
932

455

364

123

116

41

86

39

53

14

7

3

Beds Bedsp.C.

1,474

1,864

1,365

1,456
615

696

287

688

351

580

230

152

79

o
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9
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8

5

8
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7
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1

3,707 9,837

-59-



は,それ以外の作業能力の低下した市民と平行し

て,彼らが,能力不全者のための年金を得る機会

が増えたことによって,かなり減少してきている｡

この制度は,1965年に個々人を評定した結果つく

られた (以前は能力のないことだけが評定されて

いたのだが)｡能力不全者のための年金は生活費に

みあったものなので,かなり多くの軽度知恵おく

れの人が,自分たちに対して特別の配慮がなされ

なくても自活 していくことができるようになっ

た｡

独立して借屋 ･アパートに住んでいる知恵おく

れの人々の数はかなり増加してきている｡能力不

全者のための年金は別として,社会は彼らの自由

になる住居を供給する力があるのだから,助成金

は住居に困っている人たちがいわゆる正常者であ

る場合でも付与するのがよい｡

知恵おくれの人のための施設に登録される人の

数が,ここ数年増えておらず,住人1,000人につき

4.4人に留っている状況がうまれつつあることの

背景として,このことが要因のひとつになってい

ることは間違いない｡

将来の計画

知恵おくれの人のためのサービスの長期計画

は,本当の意味ではまだつくられていない｡しか

し,既につくられたものについていうと,長期の

計画は現在の発展と政策が維持されるという前提

にもとづいている｡この長期計画はクライエント

の診断にもとづき,そして今世紀になされた多く

の経験をもとにしている｡施設の発展の推移は,

各年令層に必要な施設のパーセンテージの分布を

確定するのにつかわれた｡

著 者 略 歴

N.E.BANK･MIKKELSENは1919年にデンマ

ークに生まれた｡彼は1944年にコベン--ゲソ大

学で法律学の学位を得た｡1944-45年にかけて彼

はレジスタンスに参加した01946年にはデソマ-

ク社会福祉省 (局)SocialAffairに入り,ついで

1950年に知恵おくれの施設に入り,1959年に長と

なった｡彼の指導のもとに施設は6倍にも成長し

た｡Bank-Mikkelsen氏は精力的に講演･相談活動

を世界各国でおこない,1968年には氏の計画を発

展させたという業績を認められて,ケネディ基金

賞を うけた｡1971年か ら社会福祉局 National

BoardofSocialServiceの障害者保護 リ-ビリ

チ-ショソ部門の長をつ とめている｡

訳者あとがき

この翻訳は訳者が27才のときのもので,翻訳と

いうものを行った最初である｡この原本を,実際

にミケルセン氏に会ってこられた,四国学院大学

教授中園康夫先生に紹介され,翻訳することを勧

められた｡

一読して,障害者に対する見方,施設への政策

など,我国とは全くちがっているのに,非常に感

激したことを,今でもよく憶えている｡そして,

障害者を社会から排除するのではなく,社会の中

に参加させていこうとい う｢ノーマリゼイショソ｣

の考え方が,にわかに我国に板づくとは思えなか

ったが,その考え方だけでも紹介できればと思い,

きっそく夏休みを利用して一気に完成させてしま

った ｡

このように勢いづいて訳せたのは ミケルセン氏

の経歴の中に,レジスタンスの闘士であったとい

う一行があったことへの,その当時の共感に負う

ところが大きい｡レジスタンスの闘士とソーシャ

ル ･ワーカーというイメージが,一人の人の中に

統合されていることに共感 してしまったのだっ

た｡やはり北欧の福祉は闘いとられたものなの

だ.′ 慈善事業などではないのだと思った｡

デンマークというのはあの人魚姫のアンデルセ

ンを生んだ国である｡アンデルセンには ｢マッチ

売 りの少女｣という作品もある｡あのような貧し

さがあったからこそ,ともに分かち合うという福

祉の思想が生まれてきたのではないかと考えた｡

シチズン (-市民)というコトバがたくさんで

てくるが,デンマーク人のいうシチズンは我々が

市民というのとはだいぶちがっているのではない

かと思った｡市民というそらぞらしいコトバでは

なく,例えは,お互い日本人じゃないかといった

ような情緒的な結びつきのニュアンスまでも重ね

合わせることのできる,歴史をもったコトバなの

ではなかろうか? だから,彼らにとっては,障
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害者がシチズソでないなどということは許せない

ことなのであろう｡

このようなわけで,ほとんど一気に訳してしま

った｡この原本は,他のデンマークやスウェーデ

ンの論文といっしょにして,中園先生の編訳で出

版される予定であったが,諸々の事情により日の

目をみなかった｡

そこで,訳者の一編だけでも紹介したいと思い,

紀要にのせていただくことにした｡掲載を許可し

ていただいた編集委員会の先生方に感謝するとと

もに,翻訳をすすめて下さった中園康夫先生に深

謝する次第である｡
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